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は
じ
め
に

一　

中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
に
関
す
る
証
拠
規
定
な
ど
の
施
行

二　

規
定
の
概
要
（
以
上
、
本
誌
第
一
一
九
巻
第
三
・
四
号
）

三　

規
定
に
関
す
る
幾
つ
か
の
論
点
（
以
上
、
本
誌
第
一
二
〇
巻
第
五
・
六
号
）

四　

特
殊
捜
査
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト

五　

囮
捜
査
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト

六　

新
刑
事
訴
訟
法
の
制
定

　

お
わ
り
に
（
以
上
、
本
号
）

四　

特
殊
捜
査
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト

⑴　

特
殊
捜
査
（
特
別
捜
査
）
と
は
、
通
常
捜
査
と
比
べ
て
捜
査
機
関
が
そ
の
身
分
・
目
的
・
手
段
を
隠
し
、
捜
査
対
象
が
知
覚
し
て

い
な
い
情
況
に
お
い
て
、
犯
罪
の
手
掛
か
り
を
発
見
し
、
犯
罪
証
拠
を
収
集
し
、
ま
た
被
疑
者
を
逮
捕
す
る
と
い
っ
た
活
動
を
言
う）（（（
（

。
特
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殊
捜
査
を
行
う
主
体
は
捜
査
機
関
（
捜
査
権
を
持
つ
国
家
機
関
）、
捜
査
対
象
は
特
殊
事
案
に
お
け
る
特
定
対
象
で
あ
り
、
捜
査
目
的
は
、

危
害
性
が
高
く
、
隠
蔽
性
が
強
く
、
捜
査
の
難
易
度
が
高
い
特
殊
犯
罪
の
統
制
等
に
あ
る
。
ま
た
、
法
定
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
べ
き
で

強
制
的
性
質
を
有
す
る
と
さ
れ
る
一
方
で
、
発
動
の
形
式
は
多
種
多
様
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

⑵　

上
記
の
よ
う
な
特
殊
捜
査
の
特
徴
か
ら
、
特
殊
な
手
段
で
収
集
さ
れ
た
証
拠
に
つ
い
て
は
、
区
々
に
分
か
れ
て
か
な
り
複
雑
な
情

況
を
呈
し
て
い
る
。
特
殊
捜
査
の
具
体
的
内
容
と
し
て
、
第
一
に
、
通
信
傍
受
、
監
視
測
定
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
秘
密
録
音
・
秘
密
録
画

と
い
っ
た
技
術
手
段
が
あ
り
、
実
務
で
は
普
通
に
用
い
ら
れ
る
。
第
二
に
、
公
共
の
場
に
お
け
る
監
視
測
定
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
録
音
・

録
画
等
が
あ
り
、
例
え
ば
、
路
上
・
広
場
・
ホ
テ
ル
と
い
っ
た
公
共
的
な
活
動
の
場
所
に
お
い
て
は
、
銀
行
に
お
け
る
場
合
や
交
通
情
況

の
録
画
を
含
め
て
、
実
務
上
、
多
種
多
様
な
録
音
・
録
画
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
電
話
に
お
け
る
通
話
の
傍
受
と
か
、
住
宅
に

傍
受
の
機
器
を
取
り
付
け
る
と
い
っ
た
形
で
の
、
私
的
な
局
面
で
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
な
ど
が
あ
り
、
か
か
る
手
法
で
得
ら
れ
た
証
拠
は
、

関
連
規
定
に
照
ら
し
て
ニ
ー
ズ
が
増
え
て
い
る
と
さ
れ
る
。
第
四
に
、
囮
捜
査
も
特
殊
な
手
段
に
属
す
る
と
さ
れ
る
。
囮
捜
査
は
通
常
の

捜
査
手
段
で
は
な
く
、
中
華
人
民
共
和
国
の
法
律
に
は
規
定
が
な
く
、
今
回
の
二
つ
の
規
定
に
お
い
て
も
明
確
に
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

世
界
各
国
の
事
例
を
見
て
も
、
囮
捜
査
は
麻
薬
犯
罪
・
組
織
犯
罪
・
貨
幣
偽
造
犯
罪
等
に
適
用
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。

か
か
る
情
況
で
あ
り
な
が
ら
、
中
華
人
民
共
和
国
に
は
特
殊
捜
査
に
関
し
て
直
接
明
確
に
定
め
た
規
定
が
な
く
、
国
家
安
全
法
・（
人

民
）
警
察
法
な
ど
が
技
術
捜
査
と
い
う
曖
昧
な
概
念
を
定
め
る
の
み
で
あ
り
、
当
該
技
術
捜
査
や
そ
の
発
動
手
続
な
ど
は
明
確
で
は
な

か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
犯
罪
の
多
様
化
・
潜
在
化
等
の
現
代
的
情
況
に
対
抗
す
る
た
め
に
捜
査
手
段
を
強
化
す
べ
く
、
特
殊
捜
査
の
必
要

性
を
正
面
か
ら
認
め
、
法
に
よ
っ
て
権
限
を
与
え
る
必
要
が
生
じ
た
。
同
時
に
、
特
殊
捜
査
は
両
刃
の
剣
で
あ
り
、
濫
用
等
さ
れ
た
場
合

に
国
民
に
危
害
が
及
ぶ
度
合
は
通
常
捜
査
に
比
べ
て
遥
か
に
高
い
以
上
、
法
に
よ
る
規
制
を
掛
け
る
必
要
性
（
殊
に
、
特
殊
捜
査
に
よ
っ
て



一
三
七

中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
台
頭
（
三
・
完
）（
鈴
木
）

得
ら
れ
た
証
拠
の
客
観
性
・
関
連
性
・
適
法
性
な
ど
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
主
宰
の
も
と
、
法
廷
に
お
い
て
当
事
者
が
尋
問
等
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ク

リ
ア
に
し
て
行
く
必
要
が
あ
る
）
も
併
せ
て
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

⑶　

こ
の
よ
う
な
情
況
に
お
い
て
、
死
刑
案
件
審
理
に
お
け
る
証
拠
の
判
断
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題
に
関
す
る
規
定
第
三
五
条
は
、

「
捜
査
機
関
が
関
連
規
定
に
基
づ
い
て
特
殊
捜
査
手
段
に
よ
っ
て
取
得
し
た
物
証
・
書
証
そ
の
他
の
証
拠
資
料
に
関
し
て
は
、
法
廷
で
当

該
証
拠
資
料
の
真
実
性
を
確
認
す
れ
ば
判
決
の
根
拠
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
法
廷
で
は
、特
殊
捜
査
措
置
の
過
程
・
方
法
は
法
律
に
従
っ

て
非
公
開
と
す
る
」
旨
を
定
め
た
。
特
殊
捜
査
が
証
拠
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
手
続
が
法
律
の
定
め
と
適
合
す
る
こ
と
を
要
求
し
つ
つ
、
同

時
に
当
該
証
拠
デ
ー
タ
は
法
定
手
続
に
基
づ
く
審
査
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
強
調
し
、
そ
の
結
果
、
真
実
と
確
認
さ
れ
て
初
め
て

判
決
の
根
拠
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る）（（（
（

。
伝
統
的
な
捜
査
手
段
で
は
薬
物
犯
罪
・
賄
賂
犯
罪
・
組
織
犯
罪
・
テ
ロ
犯
罪

等
へ
の
対
応
に
は
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
近
時
、
通
信
傍
受
な
ど
の
新
た
な
捜
査
技
術
も
発
達
し
、
捜
査
活
動
に
お
い
て
様
々

の
特
殊
捜
査
が
発
動
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
て
、
本
条
は
死
刑
案
件
に
お
い
て
、
特
殊
捜
査
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
証
拠
の
位
置
付

け
・
使
用
に
つ
い
て
の
相
当
な
手
続
問
題
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。
既
に
触
れ
た
点
と
重
な
る
が
、
特
殊
捜
査
の
使
用

手
続
に
つ
い
て
は
従
前
中
華
人
民
共
和
国
刑
事
訴
訟
法
に
は
明
確
な
定
め
が
な
く
、
他
の
法
規
や
捜
査
機
関
の
内
部
処
理
手
続
進
行
の
た

め
の
関
連
規
定
が
あ
る
に
止
ま
っ
て
お
り）（（（
（

、
関
連
証
拠
の
審
査
の
際
に
こ
れ
ら
関
連
規
定
と
即
応
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る

と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
手
続
に
重
大
な
欠
陥
が
生
じ
な
い
こ
と
、
証
拠
が
真
実
で
あ
る
こ
と
が
当
該
証
拠
を
判
決
の
根
拠
と
す
る
要

件
と
考
え
ら
れ
て
来
た
が）（（（
（

、
統
一
的
な
規
定
が
な
い
た
め
、
各
地
の
司
法
実
務
が
同
一
で
な
い
と
い
う
憾
み
も
あ
っ
た）（（（
（

。
本
件
は
か
か
る

情
況
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
公
共
の
利
益
（
捜
査
員
ら
が
脅
迫
さ
れ
た
り
、
身
体
の
安
全
を
脅
か
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
点
や
国
家
利
益

が
毀
損
さ
れ
な
い
点
な
ど
を
内
容
と
す
る
と
さ
れ
る
）
や
捜
査
機
密
の
保
護
な
ど
に
配
慮
し
て
、
法
廷
に
お
け
る
審
査
手
続
は
公
開
し
な
い
こ
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と
と
し
た
。

⑷　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
死
刑
案
件
審
理
に
お
け
る
証
拠
の
判
断
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題
に
関
す
る
規
定
第
三
五
条
は
、
特
殊
捜
査

に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
証
拠
の
使
用
と
い
う
長
い
間
実
務
上
難
問
と
さ
れ
て
来
た
問
題
を
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
公
開
化
し
、
法
制
化

と
い
う
観
点
で
解
決
を
図
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
特
殊
捜
査
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
証
拠
の
証
拠
能
力
に
一
定
要
件
の
も
と
で
合
法
的
地

位
を
付
与
し
た
も
の
で
あ
り
、
中
華
人
民
共
和
国
の
特
殊
捜
査
立
法
の
過
程
に
お
い
て
大
き
な
進
歩
を
も
た
ら
し
、
犯
罪
統
制
（
特
殊
捜

査
の
法
的
位
置
付
け
、
特
殊
捜
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
証
拠
が
有
効
か
否
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
特
殊
捜
査
の
効
率
が
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
）
と
被
疑
者
・
被
告
人
ら
の
人
権
保
障
の
両
面
で
重
要
な
意
義
を
有
す
る
と
評
さ
れ
る）（（（
（

。
但
し
、
依
然
、
特
殊
捜
査
は
対
象
者
の
人

権
を
侵
害
す
る
リ
ス
ク
も
高
い
の
で
、
か
か
る
マ
イ
ナ
ス
面
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
衡
量
し
た
対
応
が
猶
望
ま
れ
て
い
る
と
も
論
じ
ら
れ
て
い

る
）
（（（
（

。こ
の
特
殊
捜
査
が
何
時
頃
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
一
九
八
九
年
の
『
中
国
公
安
百
科
全
書
』
に

は
特
殊
捜
査
に
つ
い
て
の
大
雑
把
な
解
釈
と
し
て
、
公
開
調
査
に
基
づ
く
一
般
捜
査
と
の
対
比
で
秘
密
調
査
に
基
づ
く
特
殊
捜
査
が
提
示

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
長
期
に
亘
っ
て
、
中
華
人
民
共
和
国
の
警
察
関
連
学
界
の
共
通
的
な
認
識
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
近
時
、
特
殊

捜
査
に
関
す
る
研
究
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
、
例
え
ば
、
職
務
犯
罪
な
ど
の
領
域
に
お
い
て
、
捜
査
機
関
が
身
分
・
目
的
・
手
段
を
秘

し
、
対
象
者
に
知
覚
さ
れ
な
い
情
況
下
で
、
特
殊
な
科
学
技
術
を
用
い
る
な
ど
し
て
証
拠
を
収
集
し
、
ま
た
、
被
疑
者
を
逮
捕
す
る
活
動

な
ど
と
解
さ
れ
る
に
至
り
、
⑵ 

で
触
れ
た
点
と
も
関
わ
る
が
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ
バ
リ
ー
、
情
報
提
供
者
を
用
い
た
ス
パ
イ
活

動
、
潜
行
捜
査
、
囮
捜
査
、
通
信
傍
受
等
を
含
む
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
〇
世
紀
迄
は
主
と
し
て
秘
密

調
査
乃
至
秘
密
捜
査
の
た
め
の
手
段
と
ほ
ぼ
単
一
に
理
解
さ
れ
て
来
た
が
、
二
一
世
紀
に
至
っ
て
国
際
条
約
等
の
影
響
も
あ
っ
て
、
そ
の
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内
容
が
多
元
的
に
解
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
お
り
、
且
つ
そ
の
外
延
も
拡
大
傾
向
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
こ
の
も
と
で
、
法
律
に
特
殊
捜
査
の
根
拠
条
文
が
な
く
、
一
方
で
、
中
華
人
民
共
和
国
が
署
名
し
て
い
る
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防

止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
第
二
〇
条
第
一
項
に
お
い
て
組
織
犯
罪
と
効
果
的
に
戦
う
た
め
に
特
別
な
捜
査
方
法
の
利
用
が
出
来
る
よ
う

に
可
能
な
範
囲
で
必
要
な
措
置
を
取
る
べ
く
定
め
て
お
り
、
国
内
法
が
な
い
以
上
は
同
条
約
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
と

こ
ろ
、
死
刑
案
件
審
理
に
お
け
る
証
拠
の
判
断
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題
に
関
す
る
規
定
第
三
五
条
第
二
項
は
、
特
殊
捜
査
（
特
別
な
捜

査
）
に
つ
い
て
一
定
の
審
査
手
続
を
経
て
行
う
こ
と
に
一
定
の
根
拠
を
与
え
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

⑸　

特
殊
捜
査
の
具
体
的
形
態
と
し
て
、
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
第
二
〇
条
第
一
項
は
、「
締
約
国
は
、

自
国
の
国
内
法
制
の
基
本
原
則
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
組
織
犯
罪
と
効
果
的
に
戦
う
た
め
に
、
自
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に

よ
る
自
国
の
領
域
内
に
お
け
る
監
視
付
移
転
の
適
当
な
利
用
及
び
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
電
子
的
そ
の
他
の
形
態
の
監
視
、
潜
入
し
て

行
う
捜
査
等
の
特
別
な
捜
査
方
法
の
利
用
が
で
き
る
よ
う
に
、
可
能
な
範
囲
内
で
、
か
つ
、
自
国
の
国
内
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
条
件
の

下
で
、
必
要
な
措
置
を
と
る
。）（（（
（

」
と
定
め
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
は
、
担
当
当
局
に
は
国
内
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ
バ
リ
ー
の
活
用
が

認
め
ら
れ
て
お
り
、
同
時
に
、
相
当
と
認
め
る
情
況
が
あ
れ
ば
、
電
子
的
監
視
や
秘
密
捜
査
等
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
、
中
華
人
民
共

和
国
に
お
い
て
も
実
務
上
活
用
さ
れ
て
い
る
特
殊
捜
査
の
種
類
は
多
く
、
例
え
ば
、
①
監
視
測
定
型
特
殊
捜
査
（
ⅰ 

秘
密
捜
査
員
や
情
報
提

供
者
に
よ
る
捜
査
、
潜
行
捜
査
な
ど
、
捜
査
主
体
の
特
殊
能
力
に
重
点
を
置
く
捜
査
と
、
ⅱ 

通
話
傍
受
、
秘
密
撮
影
・
秘
密
録
画
な
ど
捜
査
手
段
の
技
術

性
に
重
点
を
置
く
捜
査
に
細
分
出
来
る
）
と
②
誘
導
型
特
殊
捜
査
（
囮
捜
査
な
ど
）
に
分
類
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
が
主
張
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。

⑹　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
捜
査
に
中
華
人
民
共
和
国
の
法
規
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
か）（（（
（

。
こ
の
点
、

一
九
七
九
年
に
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
が
公
布
さ
れ
て
以
後
、
公
安
部
が
発
し
た
『
刑
事
偵
察
部
門
管
轄
案
件
の
範
囲
・
立
件
基
準
と
管
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理
制
度
に
関
す
る
規
定
』
に
お
い
て
は
、
秘
密
偵
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
直
接
、
公
の
証
拠
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
定
め

ら
れ
て
い
た
。
法
の
定
め
に
厳
密
に
従
う
な
ら
ば
、
秘
密
偵
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
は
適
法
な
形
式
を
通
じ
て
公
開
の
証
拠
に
転

換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
訴
訟
活
動
に
よ
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
公
安
部
が
制
定
し
た
『
技
術
偵

察
規
定
』
そ
の
他
関
連
す
る
技
術
偵
察
業
務
規
範
に
お
い
て
も
、
適
法
な
形
式
を
通
じ
て
、
公
開
証
拠
に
転
換
し
て
初
め
て
訴
訟
活
動
に

お
い
て
使
用
出
来
る
旨
の
、
上
記
と
類
似
の
規
定
が
見
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
秘
密
捜
査
に
よ
っ
て
取
得
し
た
デ
ー
タ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
な
る
と
、
捜
査
終
結
時
に
検
察
機
関
に
移
送
す

る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
し
、
訴
訟
書
類
や
捜
査
書
類
（
捜
査
活
動
の
重
要
記
録
な
ど
の
役
割
を
果
た
し
、
情
報
が
拡
が
る
こ
と
で
弊
害
が
あ
る
場

合
に
は
、
特
別
の
定
め
に
基
づ
き
機
密
書
類
と
し
て
保
管
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
）
と
す
る
こ
と
も
出
来
な
く
な
る
。
こ
の
点
、
秘
密
捜
査
に

よ
っ
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
等
を
刑
事
訴
訟
手
続
に
組
み
入
れ
る
た
め
に
は
、
公
開
化
と
い
う
転
換
過
程
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
公
開
化
の

具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
公
安
部
の
『
技
術
偵
察
規
定
』
に
お
い
て
も
明
確
な
規
定
は
見
ら
れ
な
い
が
、
捜
査
実
務
上
は
、
①
被
疑
者

尋
問
を
す
る
際
に
、
犯
罪
過
程
の
部
分
的
録
音
と
か
、
通
信
傍
受
記
録
を
提
出
さ
せ
て
被
疑
者
に
自
己
の
犯
罪
行
為
を
説
明
さ
せ
、
画
像

な
ど
の
証
拠
資
料
を
被
疑
者
の
供
述
に
転
換
す
る
、
②
技
術
捜
査
手
段
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料
に
つ
い
て
、
情
況
証
人
に
証
言
さ
せ
た

内
容
を
証
拠
と
す
る
、
③
技
術
捜
査
手
段
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
証
拠
デ
ー
タ
を
、
検
察
官
や
裁
判
官
に
非
公
開
で
閲
覧
す
る
よ
う
に
請
求

し
、
公
安
機
関
の
活
動
説
明
書
を
公
開
証
拠
に
転
換
す
る
な
ど
の
方
法
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
尤
も
、
か
か
る
方
法
の
数
は
多
く
な
く
、
ⅰ 

転
換
過
程
で
被
疑
者
が
自
己
の
犯
罪
を
認
め
な
い
と
か
、
ⅱ 

捜
査
段
階
で
被
疑
者
が
有
罪
供
述
を
し
て
い
て
も
起
訴
・
審
判
段
階
で
は

そ
の
供
述
を
覆
す
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る
、
ⅲ 

地
方
公
安
機
関
の
情
況
説
明
は
往
々
に
し
て
形
式
的
で
あ
り
、
個
人
を
特
定
し
て
い

な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
法
廷
に
お
け
る
有
効
な
証
人
尋
問
は
出
来
ず
、
証
拠
収
集
の
適
法
性
・
情
況
の
真
実
性
な
ど
に
関
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す
る
実
質
的
な
審
査
が
出
来
な
い
（
場
合
に
よ
っ
て
は
冤
罪
と
な
り
か
ね
な
い
）
な
ど
の
諸
事
情
か
ら
、
転
換
の
実
施
に
は
困
難
が
あ
る
と
言

わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
転
換
手
段
は
あ
る
も
の
の
、
原
則
と
し
て
刑
事
訴
訟
法
は
特
殊
捜
査
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ

た
デ
ー
タ
の
証
拠
能
力
を
認
め
て
い
な
い
と
言
え
、
被
疑
者
・
被
告
人
の
権
利
保
護
に
と
っ
て
不
利
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
組
織
犯
罪
・

薬
物
犯
罪
等
々
の
犯
罪
統
制
に
と
っ
て
も
不
利
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

⑺　

こ
の
も
と
に
、
死
刑
案
件
審
理
に
お
け
る
証
拠
の
判
断
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題
に
関
す
る
規
定
第
三
五
条
は
、
捜
査
機
関
が
関

連
規
定
に
基
づ
い
て
行
っ
た
特
殊
捜
査
に
よ
っ
て
収
集
し
た
物
証
・
書
証
そ
の
他
の
証
拠
材
料
に
つ
い
て
は
、
法
廷
に
お
け
る
審
理
の
結

果
、
事
実
と
判
明
し
た
場
合
に
、
判
決
の
根
拠
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
旨
定
め
て
い
る
。
こ
れ
は
制
度
の
第
一
次
的
段
階
で
特
殊
捜
査
の

制
度
の
輪
郭
を
定
め
、
特
殊
捜
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料
の
取
扱
い
に
つ
い
て
舞
台
裏
か
ら
正
面
へ
と
出
し
、
証
拠
と
し
て
の
使
用
可

能
性
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
証
拠
資
料
に
欠
け
る
事
態
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
他
方
で
折
角
収
集
し
た
証
拠
資
料
を

無
駄
に
し
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
点
に
意
義
が
認
め
ら
れ
る
と
は
言
え
よ
う）（（（
（

。

尤
も
、
死
刑
案
件
審
理
に
お
け
る
証
拠
の
判
断
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題
に
関
す
る
規
定
第
三
五
条
に
つ
い
て
は
、
①
そ
の
定
め
る
特

殊
捜
査
と
は
刑
事
訴
訟
法
な
ど
法
律
に
明
文
の
定
め
が
あ
る
も
の
で
な
く
、
発
動
の
対
象
と
な
る
犯
罪
の
範
囲
な
ど
も
確
定
さ
れ
て
い
る

訳
で
は
な
い）（（（
（

た
め
、
今
回
の
規
則
で
定
め
を
置
い
た
と
は
言
え
、
依
然
手
続
法
定
原
則
・
法
律
の
留
保
原
則
と
尖
鋭
に
対
立
す
る
、
②
特

殊
捜
査
に
よ
っ
て
収
集
し
た
物
証
・
書
証
そ
の
他
の
証
拠
材
料
を
、
法
廷
に
お
い
て
事
実
か
否
か
審
理
す
る
手
続
・
方
法
な
ど
が
明
確
で

な
く
、
手
続
的
公
正
・
実
体
的
公
正
を
毀
損
し
得
る
（
公
安
機
関
に
よ
る
特
殊
捜
査
の
過
程
・
方
法
は
国
家
機
密
に
属
し
、
法
廷
尋
問
を
す
る
と
機

密
が
漏
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
裁
判
所
に
よ
る
尋
問
と
い
う
形
式
を
貫
徹
し
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
刑
事
証
拠
法
の
基
本
原
則
に
反
し
、
公
開
裁
判

に
よ
っ
て
審
理
さ
れ
な
い
と
重
大
な
違
法
捜
査
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
証
拠
に
よ
っ
て
冤
罪
が
惹
起
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る）

（（（
（

と
主
張
さ
れ
る
）、
③
捜
査
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機
関
は
捜
査
実
績
と
訴
訟
結
果
を
気
に
掛
け
る
し
、
ま
た
、
捜
査
機
関
が
捜
査
上
の
機
密
を
守
り
、
秘
密
捜
査
員
や
情
報
提
供
者
の
安
全

を
保
護
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
が
、
刑
事
訴
訟
の
基
本
原
則
と
特
殊
捜
査
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
関
す
る
上
記
の
よ
う
な

要
請
と
を
う
ま
く
調
和
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
第
三
五
条
は
こ
の
点
に
つ
い
て
特
段
の
施
策
・
制
度
的
環
境
を
講
じ
て
い
な
い
た

め
、
第
三
五
条
を
徹
底
す
る
と
捜
査
機
関
な
ど
に
よ
る
抵
抗
に
遭
う
可
能
性
が
あ
る
、
④
特
殊
捜
査
に
つ
い
て
の
関
連
手
続
が
法
定
さ
れ

て
い
な
い）（（（
（

と
か
、
裁
判
所
に
よ
る
尋
問
手
続
が
担
保
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
情
況
に
お
い
て
第
三
五
条
を
徹
底
し
て
実
行
し
よ
う
と
す
る

と
、
特
殊
捜
査
の
濫
用
が
行
わ
れ
、
任
意
に
実
施
さ
れ
た
特
殊
捜
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
が
無
媒
介
に
裁
判
に
流
入
す
る
と
い
っ

た
事
態
が
生
じ
、
被
告
人
に
対
す
る
人
権
侵
害
・
冤
罪
発
生
と
い
っ
た
望
ま
し
く
な
い
結
果
を
惹
起
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
指
摘
も
見

ら
れ
る）（（（
（

。
そ
し
て
、
か
か
る
問
題
意
識
を
踏
ま
え
、
通
信
傍
受
に
関
す
る
大
陸
法
・
英
米
法
の
比
較
法
的
知
見
を
も
踏
ま
え
て
、
捜
査
処

置
発
動
の
範
囲
・
相
当
な
手
続
等
の
内
容
、
司
法
審
査
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
違
法
収
集
証
拠
排
除
の
内
容
に
つ
い
て
、
司
法
解
釈
に
止
ま
る

こ
と
な
く
、
法
定
し
て
行
く
べ
き
で
あ
る
と
の
問
題
意
識
も
高
ま
っ
て
来
た
と
思
わ
れ
る
。

五　

囮
捜
査
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト

⑴　

四
で
述
べ
た
特
殊
捜
査
の
領
域
に
お
い
て
は
、
誘
導
型
特
殊
捜
査
と
い
う
分
類
に
位
置
付
け
る
こ
と
も
出
来
よ
う
が
、
囮
捜
査
の

必
要
性
・
有
用
性
も
議
論
さ
れ
て
い
る
。
中
華
人
民
共
和
国
が
経
済
等
多
方
面
で
発
展
段
階
に
あ
り
、
刑
法
犯
の
数
が
年
毎
に
増
大
す
る

の
み
な
ら
ず
、
犯
罪
は
潜
行
化
・
組
織
化
の
傾
向
を
増
し
て
お
り
、
組
織
犯
罪
・
被
害
者
な
き
犯
罪
な
ど
に
お
い
て
伝
統
的
な
捜
査
手
法

で
は
証
拠
収
集
が
困
難
と
な
っ
て
来
て
い
る
。
そ
こ
で
、
囮
捜
査
な
ど
の
特
殊
な
捜
査
手
段
が
犯
罪
捜
査
に
必
要
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
る
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よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
薬
物
犯
罪
な
ど
は
そ
の
好
例
で
あ
り
、
囮
捜
査
に
限
ら
ず
、
情
報
提
供
者
の
活
用
や
潜
行
捜
査
の

実
行
な
ど
、
囮
捜
査
と
類
似
の
方
向
に
あ
る
捜
査
手
段
も
し
ば
し
ば
活
用
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う）（（（
（

。
尤
も
、
囮
捜
査
と
潜
行
捜
査
な
ど

は
、
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ヴ
で
秘
密
捜
査
の
範
疇
に
属
す
る
な
ど
の
点
で
は
共
通
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
四
で
触
れ
た
よ
う
に
、
潜
行
捜
査
な

ど
は
監
視
測
定
と
い
う
性
質
に
重
点
が
置
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
囮
捜
査
は
、
捜
査
員
な
ど
が
誘
導
的
な
策
略
を
用
い
て
対
象
者
に
犯
罪

を
実
施
さ
せ
、
当
該
犯
罪
実
施
時
乃
至
結
果
発
生
後
に
逮
捕
す
る
と
い
う
点
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
誘
導
性
と
い
う
点
に
ウ
ェ
イ
ト

が
置
か
れ
る
点
等
に
違
い
が
認
め
ら
れ
る）（（（
（

。

⑵　

こ
の
囮
捜
査
は
、
薬
物
犯
罪
捜
査
に
お
い
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
極
め
て
多
い
が
、
窃
盗
・
強
盗
・
強
姦
・
違
法
な
銃
器
販
売
や

同
一
地
方
で
連
続
的
に
発
生
し
た
同
種
類
型
の
犯
罪
捜
査
な
ど
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
く
、
更
に
─
既
に
触
れ
た
よ
う

に
反
論
は
あ
る
も
の
の
─
職
務
犯
罪
捜
査
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
活
用
さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
囮
捜
査
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の

条
文
が
制
定
さ
れ
て
い
る
か
は
格
別
、
法
治
国
家
に
お
い
て
は
囮
捜
査
の
法
制
化
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
と
の
認
識
が
中
華
人
民
共
和

国
に
お
い
て
有
力
に
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ）（（（
（

、
囮
捜
査
に
お
い
て
違
法
な
捜
査
方
法
が
取
ら
れ
た
場
合
に
証
拠
法
上
の
効
果
が
ど
う
な
る

か
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
両
規
定
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い）（（（
（

。
こ
の
点
、
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法
上
も
囮
捜
査
に
つ
い
て
の
明
確
な
定
め
は

な
く
、た
だ
、司
法
実
務
に
お
い
て
、公
安
機
関
は
、公
安
部
が
制
定
し
た
『
刑
事
ス
パ
イ
（
特
情
）
業
務
細
則
』『
麻
薬
取
引
取
締
管
理
法
』（
い

ず
れ
も
極
秘
内
容
）
と
い
っ
た
内
部
業
務
規
定
に
依
拠
し
て
、
薬
物
犯
罪
・
密
輸
犯
罪
等
の
捜
査
実
務
に
お
い
て
犯
罪
統
制
の
た
め
に
囮
捜

査
を
用
い
る
こ
と
が
通
常
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
そ
し
て
、囮
捜
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
証
拠
の
証
拠
能
力
に
つ
い
て
は
、

当
該
囮
捜
査
が
違
法
と
認
定
さ
れ
た
場
合
で
も
認
め
る
と
い
う
の
が
実
務
の
扱
い
で
あ
っ
た）（（（
（

。
例
え
ば
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
日
に
最

高
人
民
法
院
が
配
布
し
た
『
薬
物
犯
罪
案
件
審
理
座
談
会
議
事
録
』
に
お
い
て
は
、
薬
物
事
犯
捜
査
・
検
挙
の
た
め
に
ス
パ
イ
を
用
い
る



一
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こ
と
は
薬
物
犯
罪
統
制
の
た
め
に
有
効
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
し
つ
つ
、
麻
薬
類
を
販
売
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
り
、
大
量
の
薬
物
犯
罪

実
施
の
準
備
を
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、ス
パ
イ
の
援
助
を
受
け
た
と
し
て
も
犯
罪
へ
の
働
き
掛
け
が
あ
っ
た
と
は
言
え
ず
、法
に
則
っ

て
処
理
す
べ
き
で
あ
る
が
、
一
方
、
対
象
者
に
麻
薬
等
犯
罪
の
主
観
的
意
図
が
な
い
と
こ
ろ
に
ス
パ
イ
が
働
き
掛
け
て
犯
意
を
形
成
さ
せ

た
場
合
は
、
犯
意
の
誘
惑
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
罪
刑
を
適
応
さ
せ
て
軽
く
処
罰
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
両
者
で
対
応
を
分
け

る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
犯
意
誘
発
に
つ
い
て
も
取
扱
麻
薬
類
の
数
量
の
大
小
に
つ
い
て
犯
意
を
誘
発
し
た
の
か
、
そ
も

そ
も
全
く
犯
意
が
な
い
と
こ
ろ
で
犯
意
を
誘
発
し
た
の
か
に
よ
っ
て
科
刑
に
差
を
設
け
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
囮
捜
査
に
よ
っ
て
得
ら

れ
た
証
拠
の
証
拠
能
力
自
体
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
態
度
で
あ
っ
た
。

⑶　

そ
し
て
、
今
回
の
規
則
制
定
を
巡
る
議
論
の
過
程
で
、
国
家
の
安
全
に
危
害
を
加
え
る
犯
罪
、
通
貨
偽
造
そ
の
他
関
連
有
価
証
券

犯
罪
、
違
法
薬
物
密
輸
・
製
造
等
犯
罪
、
組
織
犯
罪
等
々
に
お
い
て
は
、
既
存
の
捜
査
方
法
を
用
い
た
だ
け
で
は
証
拠
収
集
が
困
難
で
あ

る
場
合
が
あ
る
た
め
、
秘
密
捜
査
官
を
派
遣
し
た
り
当
該
秘
密
捜
査
官
ら
が
囮
捜
査
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
立
法
提
案
が
な
さ
れ
て

い
る）（（（
（

。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
対
象
者
の
犯
意
を
惹
起
す
る
よ
う
な
働
き
掛
け
は
し
て
は
な
ら
な
い
と
か
、
捜
査
官
等
の
真
の
身
分
が
公
開

さ
れ
る
と
そ
の
者
や
関
係
者
の
生
命
の
安
全
が
危
険
に
晒
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
証
拠
調
査
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
真
の
身
分
を

明
ら
か
に
し
な
い
よ
う
な
方
法
が
採
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
問
題
意
識
が
、
相
当
程
度
共
有
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

こ
の
も
と
に
、
囮
捜
査
が
違
法
と
認
定
さ
れ
た
場
合
の
取
扱
に
つ
い
て
も
、
規
則
そ
の
も
の
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
犯
意

を
誘
発
す
る
囮
捜
査
に
つ
い
て
は
、
国
家
が
犯
罪
を
製
造
す
る
と
言
い
得
る
レ
ヴ
ェ
ル
に
達
し
て
お
り
法
治
国
家
の
基
本
原
理
に
反
す
る

も
の
で
、
人
民
の
基
本
的
人
権
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
と
な
り
得
、
ま
た
捜
査
機
関
に
よ
る
囮
捜
査
の
濫
用
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
も
、
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中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
台
頭
（
三
・
完
）（
鈴
木
）

当
該
証
拠
収
集
手
続
は
法
律
が
禁
止
す
る
証
拠
収
集
方
式
で
あ
る
と
し
て
、
当
該
違
法
な
証
拠
を
排
除
す
べ
き
と
説
く
立
場
が
か
な
り
有

力
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る）（（（
（

。

六　

新
刑
事
訴
訟
法
の
制
定

⑴　

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
二
〇
一
〇
年
に
制
定
・
施
行
さ
れ
た
二
つ
の
規
則
を
巡
っ
て
、
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
に
つ
い
て
議
論

が
重
ね
ら
れ
、
違
法
収
集
証
拠
排
除
に
関
す
る
手
続
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
大
雑
把
に
は
形
成
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
証
拠
排
除
に
関
す
る

運
用
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
一
定
程
度
の
解
決
が
見
ら
れ
た
と
評
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う）（（（
（

。
そ
し
て
、
二
〇
一
二
年
に
刑
事
訴
訟
法

修
正
案
が
審
議
さ
れ
、
新
刑
事
訴
訟
法
が
制
定
・
施
行
（
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
正
式
施
行
）
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
違
法
収
集
証
拠
排
除
は

立
法
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
に
至
っ
た）（（（
（

。
同
第
五
四
条
第
一
項
は
、「
拷
問
等
の
違
法
な
方
法
に
よ
り
収
集
し
た
被
疑
者
若
し
く
は
被

告
人
の
供
述
又
は
暴
行
若
し
く
は
脅
迫
等
の
違
法
な
方
法
に
よ
り
収
集
し
た
証
人
の
証
言
又
は
被
害
者
の
陳
述
は
、
こ
れ
を
排
除
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
証
拠
物
又
は
証
拠
書
類
の
収
集
が
法
律
の
定
め
る
手
続
に
違
反
し
、
司
法
の
公
正
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
の

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
補
正
し
又
は
合
理
的
な
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
補
正
又
は
合
理
的
な
説
明
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ

の
証
拠
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
お
り）（（（
（

、
①
法
定
手
続
に
違
反
し
、
②
司
法
の
公
正
さ
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
得
、

③
補
正
ま
た
は
合
理
的
解
釈
が
出
来
な
い
場
合
に
、
違
法
な
証
拠
物
（
実
物
証
拠
・
物
証
）
を
排
除
す
る
と
定
め
て
い
る
。
新
刑
事
訴
訟
法

は
、
二
〇
一
〇
年
の
両
規
則
実
施
後
に
明
ら
か
に
な
っ
た
実
務
上
の
問
題
点
の
改
善
を
図
っ
て
お
り
、
違
法
収
集
証
拠
排
除
に
つ
い
て
も
、

両
規
則
を
基
本
的
に
継
承
し
て
い
る
け
れ
ど
も）（（（
（

、
発
展
的
に
部
分
的
修
正
を
施
し
て
い
る
点
も
あ
り）（（（
（

、
両
者
の
内
容
が
同
一
で
あ
る
訳
で
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は
な
い）（（（
（

。
二
〇
一
〇
年
規
則
に
お
い
て
は
、
ⅰ 

法
律
の
規
定
に
明
ら
か
に
違
反
し
、
ⅱ 

公
正
な
裁
判
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
、
ⅲ 

補
正
乃

至
合
理
的
解
釈
が
出
来
な
い
場
合
と
し
て
お
り
、
新
刑
事
訴
訟
法
は
司
法
の
公
正
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
と
い
う
点
を
強
調
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
二
〇
一
〇
年
の
違
法
収
集
証
拠
排
除
規
則
に
比
し
て
、
人
民
検
察
院
に
加
え
て
捜
査
機
関
も
証
拠
排
除
の
主
体
と
認
め

ら
れ
て
、
捜
査
機
関
・
公
訴
機
関
・
裁
判
機
関
に
違
法
収
集
証
拠
排
除
の
職
責
が
あ
る
と
さ
れ
（
第
五
四
条
第
二
項
）、
裁
判
の
み
な
ら
ず

司
法
自
体
へ
の
影
響
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う）（（（
（

が
、
か
か
る
点
に
も
二
〇
一
〇
年
規
則
と
新
法
の
違
い
が
認
め
ら
れ

る
と
言
え
よ
う
。

⑵　

そ
し
て
、
新
刑
事
訴
訟
法
は
第
八
節
に
お
い
て
「
技
術
捜
査
措
置
」
に
関
す
る
定
め
を
置
い
た
。
一
九
九
六
年
刑
事
訴
訟
法
は
秘

密
捜
査
措
置
に
関
す
る
定
め
の
み
な
ら
ず
、
技
術
捜
査
措
置
に
関
す
る
規
定
を
も
欠
い
て
い
た
が
、
秘
密
捜
査
同
様
、
技
術
捜
査
は
実
務

上
は
平
常
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
既
に
触
れ
た
一
九
九
三
年
国
家
安
全
法
や
一
九
九
五
年
人
民
警
察
法
は
「
技
術
偵
察
」
の
語

を
用
い
て
お
り
、
定
義
規
定
が
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
も
の
の
、
技
術
捜
査
と
実
質
的
な
差
異
は
な
い
と
さ
れ
る
。
た
だ
国
家
安
全
法
や
人

民
警
察
法
は
二
〇
世
紀
末
の
立
法
で
あ
り
、
二
一
世
紀
に
お
け
る
通
信
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
捜
査
（
侵
入
式
の
技
術
が
常
態
的
に
用
い

ら
れ
て
い
る
）
な
ど
は
内
容
と
し
て
取
り
入
れ
て
い
な
い
点
な
ど
で
、
一
九
九
〇
年
代
の
立
法
概
念
を
そ
の
儘
踏
襲
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
と
主
張
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
そ
し
て
、
社
会
に
与
え
る
危
害
が
大
で
あ
り
、
潜
行
性
も
大
き
く
、
捜
査
が
困
難
な
犯
罪
の
制
圧
に
は
デ
ジ
タ

ル
捜
査
な
ど
専
門
の
捜
査
技
術
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
の
高
度
な
科
学
技
術
に
よ
っ
て
国
民
の
情
報
自
己
決
定
権
・
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
権
、
そ
の
他
秘
密
通
信
を
自
由
に
行
う
権
利
、
住
居
を
侵
害
さ
れ
な
い
権
利
等）（（（
（

に
干
渉
す
る
な
ど
濫
用
の
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
法

律
の
定
め
の
範
囲
内
で
厳
格
に
手
続
に
従
う
こ
と
を
求
め
る
と
い
う
意
味
で
新
刑
事
訴
訟
法
は
技
術
捜
査
を
法
定
し
た
と
さ
れ
る）（（（
（

。

そ
の
中
で
、
技
術
捜
査
と
秘
密
捜
査
の
関
係
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
第
一
四
八
条
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四
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中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
台
頭
（
三
・
完
）（
鈴
木
）

第
一
項
は
「
警
察
は
、
立
件
の
後
、
国
家
の
安
全
に
危
害
を
及
ぼ
す
犯
罪
、
テ
ロ
犯
罪
、
黒
社
会
の
性
質
を
持
つ
組
織
犯
罪
、
重
大
な
薬

物
犯
罪
又
は
そ
の
他
の
社
会
に
危
害
を
及
ぼ
す
重
大
な
事
件
に
つ
い
て
、
捜
査
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
厳
格
な
承
認
手
続
を
経
て
、
技

術
捜
査
措
置
を
取
る
こ
と
が
出
来
る
」、
第
一
四
九
条
は
、「
承
認
の
決
定
は
、
犯
罪
捜
査
の
必
要
に
応
じ
、
採
用
す
べ
き
技
術
捜
査
措
置

の
種
類
及
び
適
用
対
象
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
承
認
の
決
定
は
、承
認
状
の
発
付
の
日
か
ら
三
ヶ
月
の
間
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

技
術
捜
査
措
置
を
続
け
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
複
雑
で
捜
査
が
困
難
な
事
件
で

あ
っ
て
、
期
間
が
満
了
し
て
も
技
術
捜
査
措
置
を
続
け
る
必
要
の
あ
る
場
合
は
、
承
認
を
経
て
、
有
効
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

但
し
、
一
回
の
延
長
は
三
ヶ
月
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。」、
第
一
五
〇
条
第
一
項
は
、「
技
術
捜
査
措
置
の
執
行
は
、
承
認
さ
れ
た
措
置

の
種
類
、
適
用
対
象
及
び
期
間
に
基
づ
い
て
厳
格
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
第
一
五
一
条
第
一
項
は
、「
事
件
の
内
容
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
必
要
な
と
き
は
、
警
察
の
責
任
者
の
決
定
を
経
て
、
係
員
に
そ
の
身
分
を
隠
し
て
捜
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

人
に
犯
罪
を
唆
し
て
は
な
ら
ず
、
公
共
の
安
全
に
危
害
を
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
方
法
又
は
人
の
身
体
に
重
大
な
危
険
を
伴
う
方
法
を
使

用
し
て
は
な
ら
な
い
」
な
ど
と
定
め
て
い
て
、
技
術
捜
査
の
対
象
と
主
体
（
第
一
四
八
条
）、
技
術
捜
査
の
実
行
や
有
効
期
間
（
第
一
四
九
条
）

に
つ
い
て
法
に
お
い
て
規
定
し
、
特
に
第
一
五
一
条
第
一
項
は
秘
密
捜
査
に
関
す
る
規
定
（
適
用
条
件
・
禁
止
条
件
）
を
新
た
に
設
け
た
と

評
価
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。

⑶　

こ
の
も
と
に
、
囮
捜
査
に
つ
い
て
も
新
刑
事
訴
訟
法
制
定
を
通
じ
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
新
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
一
条
は
、

法
律
上
明
文
の
定
め
が
な
い
が
実
務
上
密
か
に
行
わ
れ
て
い
た
囮
捜
査
や
潜
行
捜
査
に
つ
い
て
、
法
的
な
位
置
付
け
を
明
確
に
し
た
と
も

言
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
同
条
は
、
事
案
に
応
じ
て
必
要
な
場
合
は
、
責
任
者
の
決
定
に
よ
り
、
関
連
法
執
行
機
関
員
は
身
分
を
隠
し
て

捜
査
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
旨
定
め
て
お
り
、
か
か
る
隠
密
捜
査
は
、
仮
装
捜
査
・
覆
面
捜
査
・
変
装
捜
査
と
も
称
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は



一
四
八

本
来
は
任
意
捜
査
ゆ
え
、
立
法
で
定
め
る
必
要
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ⅰ 

新
刑
事
訴
訟
法
第
五
〇
条
が
「
拷
問
に
よ
る
自
白
の
強
要
及
び

脅
迫
、
誘
引
、
欺
瞞
又
は
そ
の
他
の
違
法
な
方
法
に
よ
る
証
拠
収
集
は
、
こ
れ
を
厳
禁
す
る
」
と
定
め
て
い
て
、
誘
引
・
欺
瞞
は
変
装
捜

査
の
要
素
と
な
っ
て
お
り
、
形
式
的
に
は
違
法
捜
査
を
構
成
す
る
の
で
、
証
拠
排
除
さ
れ
ぬ
よ
う
違
法
性
を
阻
却
す
る
た
め
に
明
文
で
授

権
し
た
、
ⅱ 
変
装
捜
査
は
、
潜
行
捜
査
員
が
実
施
し
、
そ
の
過
程
で
囮
捜
査
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ
バ
リ
ー
を
実
施
す
る
な
ど
各

種
捜
査
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
面
が
あ
る
の
で
、
特
別
の
対
応
を
取
っ
た
と
い
う
理
由
で
、
明
文
で
一
定
程
度
の
変
装
捜
査
を
容
認
す
る

こ
と
と
し
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
そ
し
て
、
上
記
か
ら
も
理
解
可
能
な
よ
う
に
、
変
装
捜
査
の
範
疇
に
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ
バ

リ
ー
や
ス
パ
イ
活
動
が
含
ま
れ
、
ス
パ
イ
活
動
は
潜
行
捜
査
や
情
報
提
供
者
を
用
い
た
捜
査
・
囮
捜
査
な
ど
を
指
す
か
ら
、
囮
捜
査
も
変

装
捜
査
・
覆
面
捜
査
の
範
疇
に
入
る
と
い
う
こ
と
に
な
る）（（（
（

。
従
っ
て
、
相
当
な
範
囲
に
お
け
る
囮
捜
査
も
新
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
一
条
に

よ
っ
て
根
拠
を
与
え
ら
れ
た
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
と
も
言
え
よ
う）（（（
（

。
そ
の
上
で
、
新
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
一
条
は
、「
他
人
を
犯
罪
に

引
き
入
れ
て
は
な
ら
な
い
」
旨
定
め
て
お
り
、
こ
の
点
の
解
釈
が
明
確
で
な
い
た
め
、
争
点
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
他
人
を
犯
罪
に
引
き
入
れ
て
は
な
ら
な
い
（
人
に
犯
罪
を
唆
し
て
は
な
ら
な
い
）」
と
い
う
文
言
を
重
視
し
て
、
変

装
捜
査
は
認
め
ら
れ
た
が
囮
捜
査
は
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
一
方
、
犯
意
の
な
い
者
に
対
し
て
犯
意
を
発

生
さ
せ
る
よ
う
な
犯
意
誘
発
型
の
囮
捜
査
は
「
他
人
を
犯
罪
に
引
き
入
れ
る
」
こ
と
と
な
っ
て
第
一
五
一
条
に
抵
触
す
る
で
あ
ろ
う）（（（
（

が
、

既
に
犯
意
を
有
し
て
い
る
者
に
犯
罪
の
機
会
等
を
与
え
て
犯
罪
を
実
施
さ
せ
る
機
会
提
供
型
の
囮
捜
査
は
第
一
五
一
条
に
抵
触
せ
ず
適
法

と
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う）（（（
（

。
こ
の
あ
た
り
は
、
何
を
囮
捜
査
と
呼
ぶ
か
と
い
う
言
葉
の
問
題
の
側
面
も
あ
ろ
う
が
、
五
で
触

れ
た
二
〇
〇
八
年
最
高
法
院
の
『
薬
物
犯
罪
案
件
審
理
座
談
会
議
事
録
』
な
ど
に
お
い
て
も
既
に
犯
意
誘
発
型
と
機
会
提
供
型
の
囮
捜
査

と
で
対
応
を
分
け
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
新
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
一
条
は
犯
意
誘
発
型
の
囮
捜
査
を
採
用
出
来
な
い
と



一
四
九

中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
台
頭
（
三
・
完
）（
鈴
木
）

解
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
本
条
に
よ
っ
て
囮
捜
査
を
一
律
に
適
法
と
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
証
拠
能
力
を

全
て
認
め
る
と
い
う
方
向
に
対
し
て
変
化
が
生
じ
、
犯
意
誘
発
型
の
囮
捜
査
は
認
め
な
い
と
い
う
囮
捜
査
の
適
法
性
の
基
準
を
新
た
に
定

め
た
こ
と
に
な
り
、
従
っ
て
実
務
を
調
整
・
変
化
の
方
向
に
導
く
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
に
も
相
応
の
合
理
性
が
あ
る
も

の
と
思
わ
れ
る）（（（
（

。
お
わ
り
に

⑴ 

以
上
の
二
〇
一
〇
年
の
二
つ
の
規
定
、
ま
た
、
そ
れ
を
基
本
的
に
承
継
し
つ
つ
、
部
分
的
に
修
正
を
加
え
た
二
〇
一
二
年
新
刑
事

訴
訟
法
に
よ
り
、
実
物
証
拠
（
証
拠
物
・
物
証
）
に
つ
い
て
も
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
が
一
定
条
件
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
、
①
法
定
手
続
に
符
合
せ
ず
、
②
司
法
の
公
正
に
重
大
な
影
響
を
与
え
得
る
場
合
で
、
③
補
正
ま
た
は
合
理

的
解
釈
が
不
可
能
な
場
合
に
排
除
さ
れ
る
と
い
う
限
定
的
な
も
の
で
、
そ
の
限
り
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
九
八
四
年
刑
事
警
察
証
拠
法
と
も

排
除
の
要
件
が
重
な
り
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
我
が
国
最
高
裁
判
例
が
採
用
す
る
と
言
わ
れ
る
相
対
的
排
除
法
則
の
考
え
方
と
も
相
当
程

度
親
和
性
を
有
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
か
か
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
中
華
人
民
共
和
国
で
採
用
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
既
に
触
れ
て
い
る

点
と
重
な
る
が）（（（
（

、
証
拠
物
の
場
合
は
、
供
述
証
拠
と
比
べ
た
場
合
に
客
観
的
性
格
が
強
く
、
ま
た
収
集
手
続
が
違
法
で
あ
っ
て
も
、
証
拠

自
体
の
信
用
性
に
影
響
が
な
い
（
物
証
に
冤
罪
は
少
な
く
、
ま
た
、
供
述
証
拠
の
よ
う
に
対
象
者
の
身
体
に
直
接
重
大
な
危
害
を
与
え
る
度
合
は
低
い
）

等
違
法
性
の
法
益
侵
害
性
が
相
対
的
に
高
く
な
い
点
や
、
一
つ
し
か
な
い
証
拠
物
を
排
除
す
る
と
再
び
収
集
し
得
な
い
と
い
う
代
替
不
能

性
を
考
慮
し
た
と
い
う
点
な
ど
が
主
張
さ
れ
て
お
り）（（（
（

、
か
か
る
衡
量
は
、
相
応
に
普
遍
的
意
味
を
持
ち
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意



一
五
〇

味
で
は
、
─
か
か
る
基
準
で
は
違
法
収
集
証
拠
を
実
際
に
排
除
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
批
判
は
中
華
人
民
共

和
国
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
が
─）（（（
（

、
我
が
国
の
最
高
裁
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
正
当
性
も
改
め
て
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

⑵　

但
し
、
三
で
も
示
唆
し
た
よ
う
に
、
中
華
人
民
共
和
国
に
お
い
て
は
、
証
拠
排
除
の
主
体
は
裁
判
所
（
人
民
法
院
）
の
み
な
ら
ず
、

人
民
検
察
院
・
公
安
（
警
察
）
機
関
と
い
う
広
く
刑
事
司
法
に
関
わ
る
主
体
に
迄
及
ぼ
さ
れ
て
お
り）（（（
（

、
こ
れ
は
中
華
人
民
共
和
国
に
特
徴

的
な
事
象
と
も
評
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
新
刑
事
訴
訟
法
第
五
四
条
第
二
項
も
、「
捜
査
、
起
訴
審
査
及
び
裁
判
に
際
し
て
、
排
除
す
べ
き
証
拠

を
発
見
し
た
と
き
は
、
法
律
に
基
づ
き
こ
れ
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
起
訴
の
意
見
、
起
訴
の
決
定
又
は
判
決
の
根
拠
に
し
て
は
な

ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
、
公
判
前
段
階
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
適
用
に
は
、
被
疑
者
の
権
利
保
障
や
裁
判
官
の

予
断
形
成
の
防
止
と
い
っ
た
意
義
が
認
め
ら
れ
得
よ
う
が）（（（
（

、
証
拠
排
除
の
判
断
を
独
立
の
立
場
か
ら
客
観
的
・
公
正
に
行
う
こ
と
が
非
常

に
難
し
く
な
る
の
で
は
な
い
か
、
公
安
機
関
・
検
察
院
・
裁
判
所
が
相
互
に
制
約
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
語
ら
れ
る

も
の
の
、
実
際
に
は
相
互
の
権
力
分
立
は
果
た
さ
れ
ず
に
捜
査
中
心
と
な
っ
て
司
法
機
関
の
独
立
性
が
失
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か）（（（
（

と
い
っ

た
批
判）（（（
（

に
は
一
定
の
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
ろ
う
。

尤
も
、
捜
査
段
階
で
の
証
拠
排
除
に
よ
っ
て
起
訴
意
見
が
提
出
出
来
な
く
な
り
、
起
訴
段
階
で
の
証
拠
排
除
に
よ
っ
て
起
訴
決
定
が
出

来
な
く
な
る
な
ど
、
捜
査
・
起
訴
・
裁
判
の
三
段
階
で
証
拠
排
除
を
行
う
こ
と
は
、
違
法
収
集
証
拠
排
除
に
有
利
に
作
用
し
、
ま
た
違
法

収
集
証
拠
排
除
の
効
力
を
明
確
に
す
る
と
い
う
利
点
が
更
に
認
め
ら
れ
る）（（（
（

と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
こ
の
点
に
中
華
人
民
共
和
国

の
努
力
を
見
出
す
意
義
は
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑶　

ま
た
、
囮
捜
査
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
規
定
に
お
い
て
も
新
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
も
、
直
接
は
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
こ

に
お
い
て
な
さ
れ
た
議
論
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
犯
意
誘
発
型
の
囮
捜
査
に
つ
い
て
は
証
拠
排
除
を
も
っ
て
臨
む
べ
き
で
あ
る
と
い



一
五
一

中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
台
頭
（
三
・
完
）（
鈴
木
）

う
の
が
有
力
な
動
向
と
言
え
よ
う
。
無
論
、
こ
れ
は
立
法
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
項
で
は
な
い
が
、
か
か
る
動
向
も
、
我
が
国
に
お
い
て
、

犯
意
誘
発
型
の
よ
う
な
違
法
な
囮
捜
査
に
つ
い
て
は
、
証
拠
排
除
的
対
応
が
最
高
裁
判
例
法
理
か
ら
も
導
出
可
能
と
さ
れ
て
い
る
点
の
正

当
性
を
補
強
し
得
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

⑷　

以
上
の
知
見
は
、
我
が
最
高
裁
の
枠
組
み
か
ら
は
如
何
な
る
場
合
に
重
大
な
違
法
と
し
て
証
拠
が
排
除
さ
れ
る
の
か
が
明
ら
か
で

な
い
と
い
う
、
は
じ
め
に 

で
触
れ
た
課
題
の
一
つ
に
直
接
の
回
答
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
今
後
の
議
論
の
蓄
積
を
も

踏
ま
え
、
更
に
検
討
を
深
め
て
行
き
た
い
。

（
108
）
例
え
ば
、
最
高
人
民
法
院
刑
事
審
判
第
三
庭
編
著
・
前
掲
書
『
刑
事
証
拠
規
則
理
解
与
適
用
』
二
六
四
頁
な
ど
。

（
109
）
但
し
、
汚
職
・
賄
賂
犯
罪
に
迄
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
か
に
つ
い
て
は
、
否
定
説
も
有
力
で
あ
る
（
ⅰ 

囮
捜
査
は
人
間
性
の
弱
点
を
突
く
も
の

ゆ
え
、
国
家
権
力
が
一
個
人
を
唆
し
、
犯
罪
意
図
の
な
い
者
に
働
き
掛
け
て
犯
罪
を
実
施
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
相
当
で
な
い
、
ⅱ 

も
し
汚
職
・

賄
賂
犯
罪
へ
の
適
用
を
肯
定
す
る
と
、
党
派
的
争
い
に
利
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
点
等
が
理
由
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
）
と
さ
れ
て
い
る
。
王
敏

縁
・
前
掲
「
非
法
証
拠
排
除
対
維
護
程
序
尊
厳
的
意
義
」
二
三
─
四
頁
な
ど
。

（
110
）
最
高
人
民
法
院
刑
事
審
判
第
三
庭
編
著
・
前
掲
書
『
刑
事
証
拠
規
則
理
解
与
適
用
』
二
六
三
頁
。

（
111
）
ⅰ 

中
華
人
民
共
和
国
国
家
安
全
法
第
一
〇
条
は
、
国
家
安
全
機
関
は
、
国
家
の
安
全
に
危
害
を
与
え
る
行
為
を
偵
察
す
る
必
要
が
あ
り
、
国
家

関
連
規
定
を
根
拠
と
し
て
、
厳
格
な
許
可
手
続
に
よ
っ
て
技
術
偵
察
措
置
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
旨
定
め
、
ⅱ 

中
華
人
民
共
和
国
警
察
法
第
一
六

条
は
、
公
安
機
関
は
犯
罪
捜
査
の
必
要
か
ら
、
国
家
関
連
規
定
を
根
拠
と
し
て
、
厳
格
な
許
可
手
続
に
よ
っ
て
技
術
偵
察
措
置
を
行
う
こ
と
が
出

来
る
旨
定
め
、
ⅲ 

公
安
機
関
刑
事
案
件
処
理
手
続
規
定
第
二
六
三
条
第
二
款
は
、
人
民
検
察
院
に
対
し
て
案
件
を
移
送
す
る
際
、
訴
訟
書
類
・
捜

査
書
類
を
引
き
継
い
で
公
安
機
関
に
よ
る
参
考
目
的
で
の
文
書
保
存
に
供
し
、
技
術
捜
査
に
よ
っ
て
取
得
し
た
デ
ー
タ
は
、
証
拠
を
公
開
し
て
使

用
す
る
必
要
が
あ
る
際
に
、
規
定
に
従
っ
て
相
応
の
処
置
を
講
ず
べ
き
旨
定
め
る
。
ま
た
、
ⅳ 

最
高
人
民
法
院
・
最
高
人
民
検
察
院
・
公
安
部
・

司
法
部
・
税
関
本
署
に
よ
る
、
密
輸
犯
罪
捜
査
機
関
が
密
輸
犯
罪
事
案
を
処
理
す
る
に
際
し
て
の
相
当
な
刑
事
手
続
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題
に

関
す
る
通
知
第
二
条
は
、密
輸
犯
罪
捜
査
機
関
が
事
件
処
理
の
た
め
に
技
術
捜
査
手
段
を
発
動
す
る
必
要
が
あ
る
時
に
、上
級
機
関
に
対
す
る
報
告
・



一
五
二

決
裁
手
続
な
ど
に
則
り
、
関
連
規
定
を
厳
格
に
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
定
め
て
い
る
。

こ
の
他
、
公
安
機
関
が
人
民
検
察
院
に
協
力
し
て
重
大
経
済
案
件
に
技
術
捜
査
手
段
を
用
い
る
点
に
関
す
る
問
題
の
回
答
（
一
九
八
九
年　

最

高
人
民
検
察
院
及
び
公
安
部
）
は
、
経
済
事
犯
に
つ
い
て
は
、
通
常
は
技
術
捜
査
は
必
要
な
い
が
、
少
数
の
重
大
経
済
犯
罪
事
案
な
ど
に
は
技
術

捜
査
の
使
用
が
必
要
で
、
公
安
機
関
は
厳
格
な
審
査
許
可
手
続
を
経
て
協
力
の
た
め
に
使
用
出
来
る
旨
定
め
て
お
り
、
ま
た
、
公
安
部
は
刑
事
ス

パ
イ
（
特
情
）
に
つ
い
て
、内
部
規
範
的
文
書
に
調
整
規
範
を
加
え
る
こ
と
で
規
律
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
楊
迎
澤
・
張
紅
梅　

主
編
・
前
掲
書
『
刑

事
証
拠
適
用
指
南
』
一
七
五
頁
な
ど
。

（
112
）
そ
も
そ
も
、
刑
事
訴
訟
法
第
四
二
条
に
お
い
て
、
証
拠
は
調
査
の
結
果
、
真
実
と
判
明
し
な
け
れ
ば
判
決
の
根
拠
と
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
旨

定
め
ら
れ
て
い
た
。

（
113
）
最
高
人
民
法
院
刑
事
審
判
第
三
庭
編
著
・
前
掲
書
『
刑
事
証
拠
規
則
理
解
与
適
用
』
二
六
三
頁
な
ど
。

特
殊
捜
査
の
形
式
が
多
様
で
あ
り
、且
つ
基
準
の
整
備
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
情
況
に
鑑
み
、特
殊
捜
査
の
実
施
に
際
し
て
は
、①
比
例
原
則
（
重

要
案
件
に
限
り
、
出
来
る
だ
け
侵
害
強
度
が
小
さ
い
手
段
で
行
う
べ
き
で
あ
る
等
）、
②
審
査
批
准
原
則
（
技
術
捜
査
の
対
象
・
範
囲
・
時
間
・
期

限
な
ど
を
記
載
し
た
司
法
令
状
を
取
得
す
べ
き
で
あ
る
、捜
査
機
関
は
裁
判
官
に
報
告
し
、批
准
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
等
）、③
関
連
性
原
則
（
捜

査
対
象
は
被
疑
者
や
関
連
す
る
人
間
に
限
定
し
、
捜
査
範
囲
は
捜
査
目
的
に
関
連
す
る
内
容
に
限
定
さ
れ
る
等
）、
④
救
済
原
則
（
捜
査
機
関
は
捜

査
情
況
に
つ
い
て
相
当
な
時
点
に
当
事
者
に
通
知
し
、
当
該
当
事
者
が
捜
査
が
合
法
か
相
当
か
否
か
を
判
断
し
、
関
連
機
関
の
審
査
と
補
償
・
救

済
を
要
求
出
来
る
よ
う
に
す
る
等
）
な
ど
の
諸
原
則
を
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
楊
迎
澤
・
張
紅
梅　

主
編
・
前
掲
書
『
刑
事
証
拠
適

用
指
南
』
一
七
七
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
114
）
楊
迎
澤
・
郭
欣
陽
・
前
掲
書
『
両
個
《
規
定
》
的
理
解
与
適
用
』
二
一
五
頁
、
楊
迎
澤
・
張
紅
梅　

主
編
・
前
掲
書
『
刑
事
証
拠
適
用
指
南
』

一
七
六
頁
な
ど
。

（
115
）
龍
宗
智　

夏
黎
陽
『
中
国
刑
事
証
据
規
則
研
究
』（
二
〇
一
一
年　

中
国
検
察
出
版
社
）
一
七
八
頁
な
ど
。

（
116
）
外
務
省
に
よ
る
和
文
テ
キ
ス
ト
に
拠
る
。http://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/treaty/treaty156_7.htm
l

［
平
成
二
六
年
五
月
二
日
最

終
確
認
］.

（
117
）
龍
宗
智　

夏
黎
陽
・
前
掲
書
『
中
国
刑
事
証
据
規
則
研
究
』
一
九
四
頁
以
下
な
ど
。

（
118
）
法
制
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
龍
宗
智　

夏
黎
陽
・
前
掲
書
『
中
国
刑
事
証
据
規
則
研
究
』
二
〇
二
頁
以
下
。



一
五
三

中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
台
頭
（
三
・
完
）（
鈴
木
）

（
119
）
龍
宗
智　

夏
黎
陽
・
前
掲
書
『
中
国
刑
事
証
据
規
則
研
究
』
二
〇
六
頁
な
ど
。

（
120
）
特
殊
捜
査
手
段
の
内
容
が
不
明
確
で
あ
る
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、例
え
ば
、楊
迎
澤
・
郭
欣
陽
・
前
掲
書
『
両
個
《
規
定
》
的
理
解
与
適
用
』

二
一
五
頁
な
ど
。

（
121
）
ま
た
、
非
公
開
を
原
則
と
し
て
是
と
す
る
と
し
て
も
、
依
拠
す
べ
き
法
律
が
明
確
で
な
い
と
か
、
非
公
開
の
例
外
と
し
て
公
開
に
す
べ
き
場
合

が
あ
る
か
否
か
な
ど
が
明
確
で
な
く
な
る
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
楊
迎
澤
・
郭
欣
陽
・
前
掲
書
『
両
個
《
規
定
》
的
理
解
与
適
用
』
二
一
五
頁
な
ど
。

（
122
）
特
殊
捜
査
手
段
発
動
の
必
要
性
が
あ
っ
た
か
否
か
・
被
疑
者
の
権
利
侵
害
の
程
度
な
ど
を
審
査
す
る
手
続
が
な
い
点
を
問
題
視
す
る
見
解
と
し

て
、
例
え
ば
、
楊
迎
澤
・
郭
欣
陽
・
前
掲
書
『
両
個
《
規
定
》
的
理
解
与
適
用
』
二
一
五
頁
な
ど
。

（
123
）
龍
宗
智　

夏
黎
陽
・
前
掲
書
『
中
国
刑
事
証
据
規
則
研
究
』
二
〇
六
頁
以
下
。

（
124
）
鈴
木
「
中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
囮
捜
査
（
一
）」『
法
学
新
報
』
一
一
七
巻
九
・
一
〇
号
（
平
成
二
三
年
）
一
・
二
。

（
125
）
詳
細
は
、
鈴
木
・
前
掲
「
中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
囮
捜
査
（
一
）」
二
な
ど
を
も
参
照
。

（
126
）
龍
宗
智　

夏
黎
陽
・
前
掲
書
『
中
国
刑
事
証
据
規
則
研
究
』
二
一
六
頁
以
下
な
ど
。

（
127
）
龍
宗
智　

夏
黎
陽
・
前
掲
書
『
中
国
刑
事
証
据
規
則
研
究
』
四
六
頁
な
ど
。

（
128
）
例
え
ば
、
龍
宗
智　

夏
黎
陽
・
前
掲
書
『
中
国
刑
事
証
据
規
則
研
究
』
五
九
頁
な
ど
。

（
129
）
詳
細
は
、
鈴
木
・
前
掲
「
中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
囮
捜
査
（
二
・
完
）」『
法
学
新
報
』
一
一
八
巻
一
・
二
号
（
平
成
二
三
年
）
九
な
ど
。

（
130
）
例
え
ば
、
楊
迎
澤
・
郭
欣
陽
・
前
掲
書
『
両
個
《
規
定
》
的
理
解
与
適
用
』
二
一
七
頁
な
ど
。

（
131
）
龍
宗
智　

夏
黎
陽
・
前
掲
書
『
中
国
刑
事
証
据
規
則
研
究
』
六
〇
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
132
）
例
え
ば
、
万
毅
『
微
観
刑
事
訴
訟
法
学
』（
二
〇
一
二
年　

中
国
検
察
出
版
社
）
一
三
三
頁
。

（
133
）
新
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
内
容
は
、
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
以
外
に
も
、
証
明
基
準
の
厳
格
化
・
取
調
べ
録
音
録
画
原
則
の
確
立
な
ど
の
証
拠

制
度
、
身
柄
制
限
・
拘
束
制
度
と
い
っ
た
強
制
措
置
改
善
・
整
備
、
弁
護
制
度
強
化
、
捜
査
手
法
、
公
判
手
続
（
簡
易
手
続
適
用
対
象
変
更
・
第

一
審
公
判
前
整
理
手
続
導
入
な
ど
）、
刑
罰
執
行
制
度
、
特
別
手
続
（
未
成
年
刑
事
事
件
特
別
手
続
・
刑
事
和
解
手
続
・
強
制
医
療
な
ど
）
な
ど
、

多
方
面
に
及
ん
で
い
る
。
王
雲
海
「
中
国
刑
事
訴
訟
法
改
正
の
到
達
点
と
問
題
点
」『
法
律
時
報
』
第
八
四
巻
八
号
（
平
成
二
四
年
）
五
六
頁
以

下
、
倪
潤
「
二
〇
一
二
年
中
国
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
に
つ
い
て
」『
北
大
法
学
論
集
』
第
六
三
巻
第
四
号
（
平
成
二
四
年
）
二
〇
三
頁
以
下
、
周
長

軍
［
小
口
彦
太=

但
見
亮=

長
友
昭=

文
元
春
共
訳
］「
中
国
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
お
よ
び
そ
の
特
徴
」『
早
稲
田
法
学
』
第 

八
七
巻
第
四
号
（
平



一
五
四

成
二
四
年
）
二
三
三
頁
以
下
な
ど
。

（
134
）
訳
は
、原
則
と
し
て
、法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
『
中
華
人
民
共
和
国
刑
事
訴
訟
法
』（
法
務
資
料
第
四
六
三
号
）（
平
成
二
五
年
）

及
び
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
三
五
号
（
平
成
二
五
年
）
五
六
頁
以
下
に
拠
っ
た
。

（
135
）
張
中
「《
刑
事
訴
訟
法
》
的
修
改
与
証
据
制
度
的
完
善
」
王
迸
喜　

主
編
『
刑
事
証
据
法
的
新
発
展
』（
二
〇
一
三
年　

法
律
出
版
社
）
三
一
頁

な
ど
。

（
136
）
陳
瑞
華
『
刑
事
証
据
法
学　

第
二
版
』（
二
〇
一
四
年　

北
京
大
学
出
版
社
）
一
四
三
頁
な
ど
。

（
137
）
左
宁
『
中
国
刑
事
非
法
証
据
排
除
規
則
研
究
』（
二
〇
一
三
年　

中
国
政
法
大
学
出
版
社
） 

一
二
七
頁
以
下
な
ど
。
新
刑
事
訴
訟
法
は
、
刑
事
案

件
審
理
に
関
す
る
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
審
理
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題
に
関
す
る
規
定
に
比
べ
て
、
証
拠
排
除
の
主
体
の
拡
大
、
当
事
者
の

申
請
権
の
明
確
化
、
訴
追
側
の
責
任
・
権
力
の
強
化
、
捜
査
員
の
出
廷
義
務
の
明
確
化
、
自
己
が
有
罪
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
強
制
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
点
の
明
確
化
（
刑
事
訴
訟
法
第
五
〇
条
）、
公
判
前
意
見
聴
取
手
続
の
明
確
化
（
刑
事
訴
訟
法
第
一
八
二
条
第
二
項
）
な
ど
の
点
に
差

異
が
あ
る
が
、
先
行
調
査
手
続
を
承
継
し
て
い
な
い
、
証
拠
取
得
の
適
法
性
を
証
明
す
る
基
準
に
つ
い
て
確
実
・
充
分
と
い
う
規
定
を
承
継
し
て

い
な
い
、
捜
査
員
へ
の
出
廷
要
求
の
程
度
が
下
が
っ
た
（
法
廷
で
証
人
に
な
る
と
い
う
規
定
で
は
な
く
、
出
廷
し
て
情
況
を
説
明
す
る
と
い
う
定

め
に
変
わ
っ
た
）
点
な
ど
は
後
退
で
あ
る
と
主
張
す
る
見
解
と
し
て
、
党
建
軍
「
従
〝
中
看
〟
到
〝
中
用
〟：
論
我
国
非
法
証
据
排
除
規
則
的
理
性

化
构
建
」
孫
長
永　

主
編
『
刑
事
司
法
論
叢
』
第
一
巻
（
二
〇
一
三
年　

中
国
検
察
出
版
社
）
九
〇
頁
以
下
。

（
138
）
万
毅
・
前
掲
書
『
微
観
刑
事
訴
訟
法
学
』
一
二
九
─
三
〇
頁
な
ど
。

（
139
）
万
毅
・
前
掲
書
『
微
観
刑
事
訴
訟
法
学
』
二
四
三
頁
以
下
な
ど
。

（
140
）
林
宇
「
冲
突
之
平
衡
：
尋
找
技
術
偵
査
措
施
与
人
権
保
障
契
点
」
李
忠
誠　

王
建
林　

主
編
『
新
刑
事
訴
訟
法
実
施
中
的　

人
権
保
障
机
制
建
設
』

（
二
〇
一
三
年　

中
国
検
察
出
版
社
）
一
二
一
頁
以
下
な
ど
。

（
141
）
万
毅
・
前
掲
書
『
微
観
刑
事
訴
訟
法
学
』
二
四
五
─
八
頁
、
田
文
昌　

主
編
『
新
刑
事
訴
訟
法　

熱
点
問
題
及
弁
護
応
対
策
略
』（
二
〇
一
三
年

　

中
国
法
制
出
版
社
出
版
）
一
六
四
頁
［
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
二
〇
一
〇
年
死
刑
案
件
審
理
に
お
け
る
証
拠
の
判
断
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題

に
関
す
る
規
定
は
特
殊
捜
査
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
物
証
の
証
拠
能
力
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
司
法
解
釈
に
過
ぎ
ず
、
従
前
の
法

制
に
お
い
て
技
術
捜
査
に
関
す
る
規
定
は
原
則
を
定
め
た
も
の
に
止
ま
り
、
技
術
捜
査
の
活
用
可
能
な
範
囲
、
決
定
・
執
行
主
体
、
審
理
批
准
手

続
等
や
違
法
な
技
術
捜
査
の
法
的
効
力
・
救
済
措
置
な
ど
に
つ
い
て
は
明
確
で
な
か
っ
た
と
す
る
。
同
一
六
六
頁
］
な
ど
。



一
五
五

中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
台
頭
（
三
・
完
）（
鈴
木
）

（
142
）
冀
祥
德　

主
編
『
最
新
刑
事
訴
訟
法
釈
評
』（
二
〇
一
二
年　

中
国
政
法
大
学
出
版
社
）
一
三
八
頁
。

但
し
、
新
刑
事
訴
訟
法
に
よ
っ
て
も
技
術
捜
査
の
具
体
的
手
段
・
類
型
は
明
確
に
列
挙
さ
れ
て
お
ら
ず
、
司
法
実
務
上
当
該
捜
査
に
対
し
て
新

刑
事
訴
訟
法
に
よ
る
厳
格
な
承
認
手
続
が
適
用
さ
れ
る
か
明
確
で
な
く
、
人
権
侵
害
の
恐
れ
は
依
然
存
在
す
る
と
も
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

例
え
ば
、
万
毅
「
解
読
〝
技
術
偵
査
〟
与
〝
喬
装
偵
査
〟」
李
忠
誠　

王
建
林　

主
編
・
前
掲
書
『
新
刑
事
訴
訟
法
実
施
中
的　

人
権
保
障
机
制
建

設
』
六
二
頁
。

（
143
）
万
毅
・
前
掲
「
解
読
〝
技
術
偵
査
〟
与
〝
喬
装
偵
査
〟」
七
二
頁
以
下
な
ど
。

（
144
）
万
毅
・
前
掲
「
解
読
〝
技
術
偵
査
〟
与
〝
喬
装
偵
査
〟」
七
五
頁
。

（
145
）
万
毅
・
前
掲
書
『
微
観
刑
事
訴
訟
法
学
』
二
六
一
頁
な
ど
。

（
146
）
犯
意
誘
発
型
→
証
拠
排
除
と
断
ず
る
訳
で
は
必
ず
し
も
な
い
が
、
新
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
一
条
を
囮
捜
査
（
な
ど
）
を
明
文
化
し
た
規
定
と
解

す
る
見
解
と
し
て
、
例
え
ば
、
倪
潤
・
前
掲
「
二
〇
一
二
年
中
国
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
二
一
四
頁
。

（
147
）
議
論
情
況
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
万
毅
・
前
掲
書
『
微
観
刑
事
訴
訟
法
学
』
二
六
一
頁
以
下
。

（
148
）
万
毅
・
前
掲
「
解
読
〝
技
術
偵
査
〟
与
〝
喬
装
偵
査
〟」
七
八
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
149
）
鈴
木
「
中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
台
頭
（
一
）」『
法
学
新
報
』
第
一
一
九
巻
第
三
・
四
号
（
平
成
二
四
年
）
二

（
6
）
参
照
。

（
150
）
冀
祥
德　

主
編
・
前
掲
書『
最
新
刑
事
訴
訟
法
釈
評
』四
九
頁
、童
建
明
主
編『
新
刑
事
訴
訟
法
理
解
与
適
用
』（
二
〇
一
二
年　

中
国
検
察
出
版
社
）

八
三
頁
、
金
光
旭
「
中
国
の
視
点
か
ら
み
た
中
国
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
」『
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
三
五
号
（
平
成
二
五
年
）
一
五
頁
、
倪
潤
・

前
掲
「
二
〇
一
二
年
中
国
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
二
一
四
頁
な
ど
。

（
151
）
金
光
旭
・
前
掲
「
中
国
の
視
点
か
ら
み
た
中
国
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
」
一
五
頁
な
ど
参
照
。

党
建
軍
・
前
掲
「
従
〝
中
看
〟
到
〝
中
用
〟：
論
我
国
非
法
証
据
排
除
規
則
的
理
性
化
构
建
」
九
二
頁
以
下
は
、
中
華
人
民
共
和
国
に
お
い
て

違
法
収
集
証
拠
排
除
の
実
例
が
少
な
い
理
由
と
し
て
、
裁
判
官
に
よ
る
調
査
が
任
意
で
あ
り
、
証
拠
収
集
の
適
法
性
に
つ
い
て
の
疑
義
が
裁
判
官

の
自
由
裁
量
の
範
囲
に
止
ま
っ
て
い
て
統
一
的
基
準
が
な
い
、
訴
追
側
・
弁
護
側
双
方
に
と
っ
て
証
拠
収
集
の
適
法
性
を
証
明
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
点
等
を
掲
げ
る
。

（
152
）
猶
、既
に
触
れ
た
通
り
、二
〇
一
〇
年
規
定
と
比
し
て
、新
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
は
公
安
機
関
（
捜
査
機
関
）
も
排
除
の
主
体
に
加
え
て
い
る
が
、



一
五
六

こ
れ
は
中
華
人
民
共
和
国
の
司
法
実
務
に
よ
り
正
確
に
符
合
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
左
宁
・
前
掲
書
『
中
国
刑
事
非
法
証
据
排
除
規
則

研
究
』
一
三
〇
頁
な
ど
。

（
153
）
周
長
軍
・
前
掲
［
小
口
彦
太=

但
見
亮=

長
友
昭=

文
元
春
共
訳
］「
中
国
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
お
よ
び
そ
の
特
徴
」
二
四
六
頁
な
ど
を
も
参
照
。

中
華
人
民
共
和
国
は
大
陸
法
系
に
接
近
し
て
お
り
、
大
陸
法
系
で
は
捜
査
機
関
・
検
察
・
裁
判
官
が
各
訴
訟
段
階
毎
に
独
立
し
て
職
責
を
負
っ

て
い
て
裁
判
中
心
の
英
米
法
系
と
異
な
る
が
、
こ
れ
に
は
裁
判
官
の
負
担
を
緩
和
す
る
意
義
も
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
二
一
世
紀
に
お
い
て
各
国

で
は
捜
査
・
起
訴
段
階
で
の
証
拠
排
除
が
進
展
し
て
い
る
─
─
と
の
評
価
を
行
う
も
の
と
し
て
、
金
鐘
「
論
非
法
証
据
排
除
的
程
序
規
制
」
孫
長

永　

主
編
・
前
掲
書
『
刑
事
司
法
論
叢
』
第
一
巻
一
〇
八
─
九
頁
。

（
154
）
金
光
旭
・
前
掲
「
中
国
の
視
点
か
ら
み
た
中
国
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
」
一
四
頁
な
ど
。

（
155
）
閏
召
華
「
論
我
国
非
法
証
据
排
除
規
則
実
施
的
五
大
障
碍
」
孫
長
永　

主
編
・
前
掲
書
『
刑
事
司
法
論
叢
』
第
一
巻
一
二
九
─
三
〇
頁
。
猶
、

中
国
共
産
党
中
央
に
お
け
る
中
央
委
員
会
・
政
治
局
・
中
央
書
記
処
等
や
地
方
各
級
に
お
け
る
党
委
員
会
の
も
と
に
は
政
法
委
員
会
が
置
か
れ
、

法
院
・
検
察
院
・
司
法
行
政
部
門
・
国
家
安
全
部
門
等
の
広
義
の
司
法
の
指
導
を
行
う
が
、
か
か
る
仕
組
み
は
こ
れ
ら
機
関
の
協
働
・
調
整
に
は

便
利
で
あ
る
も
の
の
、
各
々
の
独
立
性
や
相
互
の
監
督
と
い
う
点
で
は
障
碍
と
も
な
り
、
違
法
収
集
証
拠
排
除
と
い
っ
た
原
則
が
貫
徹
し
に
く
い

場
面
も
考
え
得
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
高
見
澤
麿
「
中
国
に
お
け
る
法
形
成
」『
岩
波
講
座　

現
代
法
の
動
態
1　

法
の
生
成
／
創
設
』（
平
成
二
六

年　

岩
波
書
店
）
二
三
七
─
八
頁
。
熊
達
雲
『
法
制
度
か
ら
み
る
現
代
中
国
の
統
治
機
構
』（
平
成
二
六
年　

明
石
書
店
）
一
三
八
─
九
頁
も
、
中

華
人
民
共
和
国
に
お
い
て
人
民
代
表
大
会
制
下
に
立
法
権
・
行
政
権
・
司
法
権
（
裁
判
権
）・
法
律
監
督
権
（
検
察
機
関
が
行
使
）
が
互
い
に
独
立

し
て
牽
制
し
合
う
四
権
分
立
が
機
能
し
て
い
る
と
説
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
考
え
方
は
実
情
と
乖
離
し
て
お
り
、
中
国
で
は
立
法
権
が
至

上
の
存
在
と
し
て
他
の
あ
ら
ゆ
る
権
力
を
統
率
し
て
い
て
四
権
分
設
が
存
在
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
解
す
る
。

（
156
）
鈴
木
「
中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
台
頭
（
二
）」『
法
学
新
報
』
第
一
二
〇
巻
第
五
・
六
号
（
平
成
二
五
年
）
三

（
6
）
参
照
。

手
続
の
公
開
性
や
外
部
監
督
性
の
増
強
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
金
鐘
・
前
掲
「
論
非
法
証
据
排
除
的
程
序
規
制
」
一
一
〇
頁
な
ど
。

（
157
）
冀
祥
德　

主
編
・
前
掲
書
『
最
新
刑
事
訴
訟
法
釈
評
』
四
九
頁
な
ど
参
照
。

（
日
本
比
較
法
研
究
所
嘱
託
研
究
員
）


